
新見市大佐B＆G海洋センター利用料 

１ 体育館 

施設区分 使用料 

午前９時から正

午まで 

午後１時から午

後５時まで 

午後５時３０分

から午後９時ま

で 

アリーナ競

技場 

全面 １，０００円 １，０００円 １，０００円 

電灯料 ３００円 ３００円 ３００円 

半面 ５００円 ５００円 ５００円 

電灯料 ２００円 ２００円 ２００円 

バドミントンコート１面 ４００円 ４００円 ４００円 

電灯料 ２００円 ２００円 ２００円 

トレーニン

グルーム 

卓球台１台 ３００円 ３００円 ３００円 

格技場 

トレーニン

グ機器 

（一人１回

につき） 

一般・高校生 ２００円 ２００円 ２００円 

幼児・小学

生・中学生 

１００円 １００円 １００円 

研修交流室 一室につき ５００円 ５００円 ５００円 

備考 

１ バドミントンコート３面の場合は全面利用料金とする。 

２ 利用時間が単位時間未満であるときは、その単位時間を利用したものとみなす。 

２ プール 

区分 使用料 

午前９時から正

午まで 

午後１時～午後

５時まで 

午後５時３０分

から午後９時ま

で 

当日利用 一般・高校生 ３００円 ３００円 ３００円 

６５歳以上 ２００円 ２００円 ２００円 

幼児・小学生・中学生 １５０円 １５０円 ２５０円 

１０回利用 一般・高校生 ３，０００円 

６５歳以上 ２，０００円 

幼児・小学生・中学生 １，５００円 

年間利用 一般・高校生 １５，０００円 

６５歳以上 １０，０００円 

幼児・小学生・中学生 ７，５００円 

法人 ３０，０００円 

家族（ファミリー） ２０，０００円 



摘要 

１ 利用時間が単位時間未満であるときは、その単位時間を利用したものとみなす。 

２ 一括して１０回分の使用料を納めるときは１１回分の利用券を発行し、そのうち

１回の使用料を免除する。 

３ 個人が年間を通じて利用する場合の使用料の額は、１５，０００円とする。この

場合有効期限を記した個人用利用カードを発行する。 

４ 法人が年間を通じて利用する場合の使用料の額は、１口３０，０００円（４人・

無記名）とし、有効期限を記した法人用利用カードを発行する。 

５ 家族（市内に住所を置く同一世帯に限る。）が年間を通じて利用する場合の使用

料の額は、１口２０，０００円（４人・記名）とし、有効期限を記した家族利用カ

ードを発行する。 

３ 野外広場 

一人１回につき ２００円 

 


